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(57)【要約】
【課題】磁気特性と強度に優れた電磁鋼板を提供すること。
【解決手段】α－γ変態系であり、少なくとも、Ｓｉ：２．０質量％以上４．０質量％以
下、又はＡｌ：０．６質量％以上３．０質量％以下を含有し、Ｆｅを主成分とする鋼板で
あって、前記鋼板板面における｛１００｝＜０１１＞のＸ線ランダム強度比が３０以上４
００以下であることを特徴とする、電磁鋼板である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　α－γ変態系であり、少なくとも、Ｓｉ：２．０質量％以上４．０質量％以下、又はＡ
ｌ：０．６質量％以上３．０質量％以下を含有し、Ｆｅを主成分とする鋼板であって、前
記鋼板板面における｛１００｝＜０１１＞のＸ線ランダム強度比が３０以上４００以下で
あることを特徴とする、電磁鋼板。
【請求項２】
　室温から昇温した際にα相からγ相が現れ始める温度をＴ１（℃）、γ相単相になる温
度をＴ２（℃）としたときに、Ｔ２－Ｔ１≧１０℃となる化学組成を有する、請求項１に
記載の電磁鋼板。
【請求項３】
　前記Ｔ１が２００℃超である、請求項２に記載の電磁鋼板。
【請求項４】
　｛１１１｝＜１１２＞のＸ線ランダム強度比が２以下である、請求項１乃至３のいずれ
か一項に記載の電磁鋼板。
【請求項５】
　２００℃以下でフェライト単相鋼である、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の電磁
鋼板。
【請求項６】
　前記フェライト単相鋼の断面において、粒径１５μｍ超のフェライト粒の面積率が９５
％以上、粒径０．１００～５μｍのフェライト粒の面積率が５％未満である、請求項５に
記載の電磁鋼板。
【請求項７】
　前記フェライト単相鋼の結晶組織において、粒径０．１００～５μｍのフェライト粒の
うち個数基準で８０％以上のフェライト粒が、粒径１５μｍ超のフェライト粒に隣接する
、請求項５又は６に記載の電磁鋼板。
【請求項８】
　Ｍｎ及びＮｉより選択される元素のうち１種以上を、合計で２．５質量％以上、６．５
％以下含有する、請求項１乃至７のいずれか一項に記載の電磁鋼板。
【請求項９】
　請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の電磁鋼板の製造方法であって、
　α－γ変態系であり、少なくとも、Ｓｉ：２．０質量％以上４．０質量％以下、又はＡ
ｌ：０．６質量％以上３．０質量％以下を含有し、Ｆｅを主成分とするインゴットを熱延
板とする熱間圧延工程と、
　前記熱延板を冷延鋼板とする冷間圧延工程と、
　前記冷延鋼板を仕上焼鈍する工程を有し、
　前記熱間圧延工程と、前記冷間圧延工程との間に焼鈍工程を有しないことを特徴とする
、電磁鋼板の製造方法。
【請求項１０】
　前記仕上焼鈍をα相とγ相の二相領域で行う、請求項９に記載の電磁鋼板の製造方法。
【請求項１１】
　前記仕上焼鈍の保持温度をＴ（℃）としたときに、Ｔ≦（Ｔ１＋Ｔ２）／２を満たす、
請求項９に記載の電磁鋼板の製造方法。
【請求項１２】
　前記仕上焼鈍の保持時間が、１０秒以上２４０時間以下である、請求項９乃至１１のい
ずれか一項に記載の電磁鋼板の製造方法。
【請求項１３】
　前記仕上焼鈍後において、保持温度ＴからＴ１までの冷却速度が、３℃／ｓ以上６００
℃／ｓ以下である、請求項９乃至１２のいずれか一項に記載の電磁鋼板の製造方法。
【請求項１４】
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　Ｔ１が４００℃超であって、前記仕上焼鈍後において、保持温度ＴからＴ１までの冷却
速度をＶ１、Ｔ１から４００℃以下までの冷却速度をＶ２とすると、Ｖ１＞Ｖ２である、
請求項９乃至１３のいずれか一項に記載の電磁鋼板の製造方法。
【請求項１５】
　前記冷却速度Ｖ２が５℃／ｓ以上である、請求項１４に記載の電磁鋼板の製造方法。
【請求項１６】
　前記熱間圧延工程と、前記冷間圧延工程との間に、熱延板の冷却工程を有し、
　前記熱間圧延工程における仕上圧延において、仕上げ温度が、熱延板のＴ２超であり、
　前記冷却工程が、Ｔ２超の前記熱延板を、３ｓｅｃ以内に２００℃／ｓｅｃ以上の冷却
速度で２５０℃以下まで冷却する、請求項９乃至１５のいずれか一項に記載の電磁鋼板の
製造方法。
【請求項１７】
　前記熱間圧延工程における仕上圧延において、仕上げ温度が、Ｔ１＋５℃以上Ｔ２以下
であり、前記冷却工程がＴ１＋５℃以上Ｔ２以下の前記熱延板を１５ｓｅｃ以内に２００
℃／ｓｅｃ以上の冷却速度で２５０℃以下まで冷却する、請求項９乃至１６のいずれか一
項に記載の電磁鋼板の製造方法。
【請求項１８】
　前記冷間圧延工程において、冷間圧下率を８８％以上とする、請求項９乃至１７のいず
れか一項に記載の電磁鋼板の製造方法。
【請求項１９】
　前記熱延板のビッカース硬度２００ＨＶ以上である、請求項９乃至１８のいずれか一項
に記載の電磁鋼板の製造方法。
【請求項２０】
　前記熱延板の転位密度が２×１０１５／ｍ２以上である、請求項９乃至１９のいずれか
一項に記載の電磁鋼板の製造方法。
【請求項２１】
　前記熱延板の平均結晶粒径が３０μｍ以下である、請求項９乃至２０のいずれか一項に
記載の電磁鋼板の製造方法。
【請求項２２】
　前記熱延板の再結晶率が９０％以下である、請求項９乃至２１のいずれか一項に記載の
電磁鋼板の製造方法。
【請求項２３】
　前記仕上圧延後の熱延板の鋼板表層における｛１１０｝＜２２３＞のＸ線ランダム強度
比が３以上であり、｛３３２｝＜２４３＞が０．５以下であり、｛１１２｝＜１１１＞が
２以上であり｛２２３｝＜１２２＞が１以下であり、仕上圧延後の熱延板の１／２ｔ位置
における｛１００｝＜０１１＞のＸ線ランダム強度比が｛３１１｝＜０１１＞のＸ線ラン
ダム強度比より小さいことを特徴とする、請求項９乃至２２のいずれか一項に記載の電磁
鋼板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動機、発電機、変圧器の磁心等の用途に好適であり、これらの磁心の小型
化や高効率化に貢献できる磁束密度を高めた電磁鋼板およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
地球温暖化対策等のため、モータや発電機は高効率が求められている。そのため、モータ
や発電機等の磁心に使用される電磁鋼板には高磁束密度化と低鉄損化が求められており、
特に高周波領域での低鉄損化が強く求められている。電磁鋼板の磁束密度を高めるために
は、鉄の磁化容易軸方向である＜１００＞方向を板面内に有する結晶粒をより多く含有す
れば良い。
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【０００３】
　特許文献１には、Ｓｉ：２．０～８．０ｍａｓｓ％およびＭｎ：０．００５～１．０ｍ
ａｓｓ％を含み、かつ、Ａｌの含有量を２００ｐｐｍ以下、Ｃの含有量を５０ｐｐｍ以下
、Ｓ、ＮおよびＯの含有量を各々３０ｐｐｍ以下とし、残部はＦｅおよび不可避的不純物
からなり、平均結晶粒径が０．１０～１．０ｍｍであり、｛１１０｝＜０１１＞方位から
の方位差が１５°以下の結晶粒の面積率が１５％以上、かつ隣り合う結晶粒の方位差が１
５°以下の粒界の結晶粒界全体に占める割合が８０％以下とする方向性電磁鋼板およびそ
の製造方法が示されている。この技術では板面に｛１１０｝＜０１１＞方位を極めて強く
集積させられるものの、｛１１０｝＜０１１＞方位には磁化容易軸方向である＜１００＞
方向が一方向しか含まれていないため、モータや発電機等の磁心のように回転するような
部材には適しているとは言い難い。
【０００４】
　特許文献２にはＳｉ：４％以下、Ａｌ：３％以下を含有する鋼板インゴットを、熱間圧
延後、９２％以上の圧延率で最終圧延し、次いで、脱炭焼鈍し、仕上焼鈍することにより
板面に｛１００｝＜０１１＞方位が集積し、圧延方向に対して４５°方向の磁気特性に優
れた電磁鋼板の製造方法が記載されている。板面に｛１００｝＜０１１＞方位を集積させ
ると、磁化容易軸方向である＜１００＞方向が二方向含まれるため、モータ材料として使
用する際に高トルクを得ることが出来る。しかしながら、特許文献２の手法は、脱炭焼鈍
をα－Ｆｅ単相域で短時間で行っているために脱炭が不十分であり、鉄損は十分に低いと
は言い難い。
【０００５】
　また、鉄損を低減するためには電磁鋼板の固有抵抗を増加させ、渦電流損を減少させる
ことが有効である。特許文献３にはＣ：０．００５％以下、Ｓｉ：３．０～４．０％、Ｍ
ｎ：２．２～８．０％、Ｐ：０．０２０％以下、Ｓ：０．００５％以下、Ａｌ：０．１０
～２．００％、Ｎ：０．００５％以下で、かつＳｉ（％）＋Ａｌ（％）－０．５×Ｍｎ（
％）≦２．０で、残部はＦｅおよび不可避的不純物からなる低鉄損無方向性電磁鋼板が記
載されている。しかしながら、特許文献３の電磁鋼板は、高周波特性が必要な用途では十
分ではなかった。
　高周波領域で使用されるモータや発電機は高速で回転するために、電磁鋼板には優れた
磁気特性だけでなく、高速回転に耐えうるだけの強度も必要になる。例えば特許文献４に
はＳｉ：２．０～３．５％を含有する鋼に、ＭｎやＮｉで固溶強化を図る方法が記載され
ている。しかしながら高周波領域で使用するには固溶強化だけでは十分ではなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４０３２１６２号
【特許文献２】特開２００７－０５１３３８号公報
【特許文献３】特許第２６６６６２６号
【特許文献４】特開平２－２２４４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は上記の従来技術の現状に鑑みて、磁気特性と強度に優れた電磁鋼板、及びその
製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは優れた磁気特性と強度を実現するために、ＳｉやＡｌの添加量および高強
度が得られる金属組織の構成について鋭意研究、検討を行った。その結果、｛１００｝＜
０１１＞を強く集積させることで解決できることが判明した。さらに粒径１５μｍ超の組
織中に粒径５μｍ以下の微細な組織を分散させて転位運動を阻害することで、高い磁束密
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度かつ高周波領域で低鉄損であり、さらに高強度となる電磁鋼板が得られることを見出し
た。詳細にはα－γ変態系であり、少なくとも、Ｓｉ：２．０質量％以上４．０質量％以
下、又はＡｌ：０．６質量％以上３．０質量％以下を含有する鋼板を、熱延条件を制御し
て高ひずみ状態の熱延板にすることで｛１００｝＜０１１＞が著しく高集積化し、高周波
領域における鉄損が著しく低減される。
　本発明は、上記知見に基づいてなされたもので、その要旨とするところは以下の通りで
ある。
【０００９】
　即ち、本発明に係る電磁鋼板は、α－γ変態系であり、少なくとも、Ｓｉ：２．０質量
％以上４．０質量％以下、又はＡｌ：０．６質量％以上３．０質量％以下を含有し、Ｆｅ
を主成分とする鋼板であって、前記鋼板板面における｛１００｝＜０１１＞のＸ線ランダ
ム強度比が３０以上４００以下であることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の電磁鋼板においては、室温から昇温した際にα相からγ相が現れ始める温度を
Ｔ１（℃）、γ相単相になる温度をＴ２（℃）としたときに、Ｔ２－Ｔ１≧１０℃となる
化学組成を有することが、高い磁束密度かつ高周波領域で低鉄損であり、さらに高強度と
なる電磁鋼板となる点から好ましい。
【００１１】
　本発明の電磁鋼板においては、前記Ｔ１が２００℃超であることが、高い磁束密度かつ
高周波領域で低鉄損であり、さらに高強度となる電磁鋼板となる点から好ましい。
【００１２】
　本発明の電磁鋼板においては、｛１１１｝＜１１２＞のＸ線ランダム強度比が２以下で
あることが、高い磁束密度かつ高周波領域で低鉄損であり、さらに高強度となる電磁鋼板
となる点から好ましい。
【００１３】
　本発明の電磁鋼板は、２００℃以下でフェライト単相鋼であることが、高い磁束密度か
つ高周波領域で低鉄損であり、さらに高強度となる電磁鋼板となる点から好ましい。
【００１４】
　本発明の電磁鋼板は、前記フェライト単相鋼の断面において、粒径１５μｍ超のフェラ
イト粒の面積率が９５％以上、粒径０．１００～５μｍのフェライト粒の面積率が５％未
満であることが、高い磁束密度かつ高周波領域で低鉄損であり、さらに高強度となる電磁
鋼板となる点から好ましい。
【００１５】
　本発明の電磁鋼板は、前記フェライト単相鋼の結晶組織において、粒径０．１００～５
μｍのフェライト粒のうち個数基準で８０％以上のフェライト粒が、粒径１５μｍ超のフ
ェライト粒に隣接することが、高い磁束密度かつ高周波領域で低鉄損であり、さらに高強
度となる電磁鋼板となる点から好ましい。
【００１６】
　また、本発明の電磁鋼板においては、Ｍｎ及びＮｉより選択される元素のうち１種以上
を、合計で２．５質量％以上６．５％以下含有することが、高い磁束密度かつ高周波領域
で低鉄損であり、さらに高強度となる電磁鋼板となる点から好ましい。
【００１７】
　本発明に係る電磁鋼板の製造方法は、前記本発明に係る電磁鋼板の製造方法であって、
　α－γ変態系であり、少なくとも、Ｓｉ：２．０質量％以上４．０質量％以下、又はＡ
ｌ：０．６質量％以上３．０質量％以下を含有し、Ｆｅを主成分とするインゴットを熱延
板とする熱間圧延工程と、
　前記熱延板を冷延鋼板とする冷間圧延工程と、
　前記冷延鋼板を仕上焼鈍する工程を有し、
　前記熱間圧延工程と、前記冷間圧延工程との間に焼鈍工程を有しないことを特徴とする
。



(6) JP 2017-193731 A 2017.10.26

10

20

30

40

50

【００１８】
　本発明の電磁鋼板の製造方法においては、前記仕上焼鈍をα相とγ相の二相領域で行う
ことが、高い磁束密度かつ高周波領域で低鉄損であり、さらに高強度となる電磁鋼板が得
られる点から好ましい。
【００１９】
　本発明の電磁鋼板の製造方法においては、前記仕上焼鈍の保持温度をＴ（℃）としたと
きに、Ｔ≦（Ｔ１＋Ｔ２）／２を満たすことが、高い磁束密度かつ高周波領域で低鉄損で
あり、さらに高強度となる電磁鋼板が得られる点から好ましい。
【００２０】
　本発明の電磁鋼板の製造方法においては、前記仕上焼鈍の保持時間が、１０秒以上２４
０時間以下であることが、高い磁束密度かつ高周波領域で低鉄損であり、さらに高強度と
なる電磁鋼板が得られる点から好ましい。
【００２１】
　本発明の電磁鋼板の製造方法においては、保持温度ＴからＴ１までの冷却速度が、３℃
／ｓ以上６００℃／ｓ以下であることが、高い磁束密度かつ高周波領域で低鉄損であり、
さらに高強度となる電磁鋼板が得られる点から好ましい。
【００２２】
　本発明の電磁鋼板の製造方法においては、Ｔ１が４００℃超であって、前記仕上焼鈍後
において、保持温度ＴからＴ１までの冷却速度をＶ１、Ｔ１から４００℃以下までの冷却
速度をＶ２とすると、Ｖ１＞Ｖ２であることが、高い磁束密度かつ高周波領域で低鉄損で
あり、さらに高強度となる電磁鋼板が得られる点から好ましい。
【００２３】
　本発明の電磁鋼板の製造方法においては、前記冷却速度Ｖ２が５℃／ｓ以上であること
が、高い磁束密度かつ高周波領域で低鉄損であり、さらに高強度となる電磁鋼板が得られ
る点から好ましい。
【００２４】
　本発明の電磁鋼板の製造方法においては、前記熱間圧延工程と、前記冷間圧延工程との
間に、熱延板の冷却工程を有し、
　前記熱間圧延工程における仕上圧延において、仕上げ温度が、熱延板のＴ２超であり、
　前記冷却工程が、Ｔ２超の前記熱延板を、３ｓｅｃ以内に２００℃／ｓｅｃ以上の冷却
速度で２５０℃以下まで冷却することが、高い磁束密度かつ高周波領域で低鉄損であり、
さらに高強度となる電磁鋼板が得られる点から好ましい。
【００２５】
　本発明の電磁鋼板の製造方法においては、前記熱間圧延工程における仕上圧延において
、仕上げ温度が、Ｔ１＋５℃以上Ｔ２以下であり、前記冷却工程がＴ１＋５℃以上Ｔ２以
下の前記熱延板を１５ｓｅｃ以内に２００℃／ｓｅｃ以上の冷却速度で２５０℃以下まで
冷却することが、高い磁束密度かつ高周波領域で低鉄損であり、さらに高強度となる電磁
鋼板が得られる点から好ましい。
【００２６】
　本発明の電磁鋼板の製造方法においては、前記圧延工程において、冷間圧下率を８８％
以上とすることが、電磁鋼板の｛１００｝＜０１１＞成分が増加し、高い磁束密度かつ高
周波領域で低鉄損であり、さらに高強度となる電磁鋼板が得られる点から好ましい。
【００２７】
　本発明の電磁鋼板の製造方法においては、前記熱延板のビッカース硬度２００ＨＶ以上
であることが、電磁鋼板の｛１００｝＜０１１＞をより集積させる点から好ましい。
【００２８】
　本発明の電磁鋼板の製造方法においては、前記熱延板の転位密度が２×１０１５／ｍ２

以上であることが、電磁鋼板の｛１００｝＜０１１＞をより集積させる点から好ましい。
【００２９】
　本発明の電磁鋼板の製造方法においては、前記熱延板の平均結晶粒径が３０μｍ以下で
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あることが、電磁鋼板の｛１００｝＜０１１＞をより集積させる点から好ましい。
【００３０】
　本発明の電磁鋼板の製造方法においては、前記熱延板の再結晶化率が９０％以下である
ことが、電磁鋼板の｛１００｝＜０１１＞をより集積させる点から好ましい。
【００３１】
　また、本発明の電磁鋼板の製造方法においては、仕上圧延後の鋼板表層における｛１１
０｝＜２２３＞のＸ線ランダム強度比が３以上であり、｛３３２｝＜２４３＞が０．５以
下であり、｛１１２｝＜１１１＞が２以上であり｛２２３｝＜１２２＞が１以下であり、
仕上圧延後の熱延板の１／２ｔ位置における｛１００｝＜０１１＞のＸ線ランダム強度比
が｛３１１｝＜０１１＞のＸ線ランダム強度比より小さいことが、高い磁束密度が得られ
る点から好ましい。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、高い磁束密度かつ高周波領域で低鉄損であり、さらに高強度となる電
磁鋼板、及びその製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】図１は、加工組織の一例を示す光学顕微鏡写真である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本発明に係る電磁鋼板、及びその製造方法について、順に詳細に説明する。
　なお、本発明において、元素含有量の「％」は、「質量％」を表すものとする。また、
本発明において「主成分」は、元素含有率が５０質量％以上であることを示す。
　また、本発明において、結晶方位および結晶面は一般的に鋼板内の結晶の方位や測定さ
れる結晶面および集合組織を表現する際に用いられる、鋼板表面に対するもので記述する
。すなわち、結晶方位は鋼板表面に垂直な方位であり、結晶面は鋼板表面に平行な面であ
る。また、Ｆｅのα相である体心立方の結晶構造に起因した、結晶面についてのＸ線測定
における消滅則を適用した表現している。例えば、結晶方位については、｛１００｝、｛
１１１｝を用い、結晶面や集合組織については、｛２００｝や｛２２２｝を用いているが
、これらは同じ結晶粒に関する情報を表すものである。
　また、本発明においてＸ線ランダム強度比とは、結晶方位の集積状況がランダムである
試料のＸ線積分強度に対する比を意味する。
【００３５】
［電磁鋼板］
　本発明に係る電磁鋼板は、α－γ変態系であり、少なくとも、Ｓｉ：２．０質量％以上
４．０質量％以下、又はＡｌ：０．６質量％以上３．０質量％以下を含有し、Ｆｅを主成
分とする鋼板であって、前記鋼板板面における｛１００｝＜０１１＞のＸ線ランダム強度
比が３０以上４００以下であることを特徴とする。
【００３６】
　本発明の電磁鋼板は、高い磁束密度かつ高周波領域で低鉄損であり、さらに高強度とな
る電磁鋼板とすることができる。
【００３７】
　本発明の電磁鋼板の構成により、上記の効果を奏する作用、及び後述する製造方法によ
って本発明の電磁鋼板が製造される作用については、未解明な部分もあるが、以下のよう
に推測される。
　本発明の電磁鋼板は、α－γ変態系であり、少なくとも、Ｓｉ：２．０質量％以上４．
０質量％以下、又はＡｌ：０．６質量％以上３．０質量％以下を含有し、Ｆｅを主成分と
する鋼板を用いる。当該電磁鋼板は、熱間圧延工程の冷却において、加工オーステナイト
からフェライト相へと変態させることで、ひずみが解放されることなく蓄積される。その
結果、冷間圧延工程前の熱延板は、高ひずみ状態を維持しているものと推測される。また
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、本発明の製造方法においては、熱間圧延工程と、冷間圧延工程との間に焼鈍工程を有し
ないことにより、熱間圧延工程で生じた熱延板内のひずみが解放されることなく、冷間圧
延工程を行うため、冷延集合組織であるα繊維状組織が強く発達し、特に｛１００｝＜０
１１＞成分が増加する。その後、冷延板を焼鈍した場合においても、｛１００｝＜０１１
＞のＸ線ランダム強度比が３０以上と強く集積する。その結果、高い磁束密度かつ高周波
領域で低鉄損であり、さらに高強度となる電磁鋼板が得られると推定される。更に、仕上
げ焼鈍を二相域で行う場合には、フェライト組織の粒界に微細な高オーステナイト元素領
域が析出し、析出強化が起こり、より高強度な電磁鋼板が得られる。
　以下、本発明に係る電磁鋼板の各構成についてより詳細に説明する。
【００３８】
（鋼板の組成）
　本発明の電磁鋼板は、α－γ変態系のインゴットであって、更に、Ｓｉ（ケイ素）又は
、Ａｌ（アルミニウム）のうち少なくとも１種を含有し、本発明の効果を損なわない範囲
で、その他の元素を含有してもよい、Ｆｅ（鉄）を主成分とする化学組成を有する。この
ような化学組成により、高い磁束密度かつ高周波領域で低鉄損であり、さらに高強度な電
磁鋼板が得られる。
【００３９】
　本発明において、α－γ変態系とは、Ａ３点を有し、Ａ３点未満ではα相が主相となり
、Ａ３点以上ではγ相が主相となる成分系をいう。Ａ３点は、特に限定されないが、本発
明の電磁鋼板の製造容易性の点から、６００℃以上１１００℃以下の範囲内に有すること
が好ましい。なお、Ａ３点は、α相とγ相の熱膨張率の違いを利用して測定することがで
きる。具体的には、対象とする鋼を加熱しながら熱膨張率を測定し、当該熱膨張率の変曲
点をＡ３点とする。
　α－γ変態系のインゴットとしては、例えば、純鉄の他、Ｍｎ（マンガン）、Ｎｉ（ニ
ッケル）、Ｃｏ（コバルト）、Ｃｕ（銅）及びＣ（炭素）よりなる群から選択される１種
以上の元素を含有するものが挙げられるが、これらに限定されるものではない。
　上記の元素を含有するα－γ変態系のインゴットを用いることにより、粒界の移動速度
が著しく遅くなるため、熱間圧延工程得られた熱延板は、冷却時に加工オーステナイトが
維持されながら、ひずみが解放されることなくフェライト相へと変態し、その後、冷延板
を焼鈍した場合においても、上記の元素によりにより加工組織中の転位の移動が阻害され
るため、得られた電磁鋼板は、｛１００｝＜０１１＞成分が強く集積するためである。
【００４０】
　本発明においてインゴットは、高い磁束密度かつ高周波領域で低鉄損であり、さらに高
強度となる電磁鋼板が得られる点から、α相からγ相が現れ始める温度をＴ１（℃）、γ
相単相になる温度をＴ２（℃）としたときに、Ｔ２－Ｔ１≧１０℃となる化学組成を有す
ることが好ましく、当該Ｔ１が２００℃超であることがより好ましい。
【００４１】
　α－γ変態系のインゴットにおける、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｃｕ及びＣの含有割合は、特
に限定されないが、例えば以下の様な含有割合とすることが好ましい。
　Ｃｏを含有する場合、Ｃｏの含有割合は、１質量％以上２０質量％以下とすることが好
ましい。Ｃｏを１質量％以上含有することにより、オーステナイトが安定化する一方、Ｃ
ｏの含有割合が２０質量％を超えると、鋼板がもろくなる場合があるからである。
　Ｃｕを含有する場合、Ｃｕの含有割合は、０．５質量％以上４質量％以下とすることが
好ましい。Ｃｕを０．５質量％以上含有することにより、オーステナイトが安定化する一
方、Ｃｕの含有割合が４質量％を超えると、鋼板がもろくなる場合があるからである。
　Ｃを含有する場合、Ｃの含有割合は、０．００５質量％以上０．６質量％以下とするこ
とが好ましい。Ｃを０．００５質量％以上含有することにより、オーステナイトが安定化
する一方、Ｃの含有割合が０．６質量％を超えると、Ａ３点が高くなる場合があるからで
ある。
　また、Ｍｎ、又は、Ｎｉを含有する場合、オーステナイトが安定化する点から、Ｍｎ及
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びＮｉより選択される元素のうち１種以上を、合計で２．５質量％以上含有することが好
ましく、３．０質量％以上含有することがより好ましい。また、飽和磁束密度の低減を抑
制することができる点からは、Ｍｎ及びＮｉより選択される元素のうち１種以上の含有割
合は、合計で６．５％以下であることが好ましく、６．０質量％以下であることがより好
ましい。
　本発明においては、これらの中でも、Ｍｎ及びＮｉより選択される元素のうち１種以上
を、合計で２．５質量％以上６．５％以下含有するインゴットを用いることが好ましい。
【００４２】
　本発明の電磁鋼板は、Ｓｉ又はＡｌの少なくとも一方を所定量含有する。Ｓｉ又はＡｌ
を含有することにより、電磁鋼板に電気抵抗が付与されて、鉄損を低減することができる
。
【００４３】
　電磁鋼板がＳｉを含有する場合、Ｓｉの含有率は２．０質量％以上４．０質量％以下で
ある。Ｓｉの含有率が２．０質量％以上であることにより、電磁鋼板に電気抵抗が付与さ
れて、鉄損を低減することができる。また、Ｓｉの含有率が４．０質量％以下であること
により、冷間圧延時における鋼板の割れを防ぐことができる。
【００４４】
　電磁鋼板がＡｌを含有する場合、Ａｌの含有率は０．６質量％以上３．０質量％以下で
ある。Ａｌの含有率が０．６質量％以上であることにより、電磁鋼板に電気抵抗が付与さ
れて、鉄損を低減することができる。また、Ａｌの含有率が３．０質量％以下であること
により、熱延工程時におけるひずみの解消が抑制される。
【００４５】
（不可避不純物）
　本発明の無方向性電磁鋼板は、本発明の効果を損なわない範囲で、不可避的に混入する
各種元素（不可避不純物）を含むものであってもよい。このような元素としては、Ｎ、Ｐ
、Ｓ等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００４６】
　電磁鋼板中の各元素の含有割合は、例えば、誘導結合プラズマ質量分析法（ＩＣＰ－Ｍ
Ｓ法）により測定することができる。具体的には、まず、測定対象となる電磁鋼板を準備
する。当該電磁鋼板の一部を切子状にして秤量し、これを測定用試料とする。当該測定用
試料を酸に溶解し酸溶解液とし、残渣は濾紙回収して別途アルカリ等に融解し、融解物を
酸で抽出して溶液化する。当該溶液と前記酸溶解液とを混合し、必要に応じて希釈するこ
とにより、ＩＣＰ－ＭＳ測定用溶液とすることができる。
【００４７】
（｛１００｝＜０１１＞のＸ線ランダム強度比）
　本発明の電磁鋼板は、板面における｛１００｝＜０１１＞のＸ線ランダム強度比を３０
以上２００以下とすることで、圧延方向に対して４５°方向に高い磁束密度を得ることが
できる。Ｘ線ランダム強度比が３０以上であることにより、圧延方向に対して４５°方向
に十分に高い磁束密度を得ることができ、中でも５０以上であることが好ましい。また、
Ｘ線ランダム強度比が２００超としても、磁束密度を高める効果は飽和するため、Ｘ線ラ
ンダム強度は２００以下で十分である。
　｛１００｝＜０１１＞のα－Ｆｅ相のＸ線ランダム強度比はＸ線回折によって測定され
るα－Ｆｅ相の｛２００｝、｛１１０｝、｛３１０｝、｛２１１｝の極点図を基に級数展
開法で計算した、３次元集合組織を表す結晶方位分布関数（Ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｄ
ｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ；ＯＤＦ）から求めることができる。
　なお、ランダム強度比とは、特定の方位への集積を持たない標準試料と供試材のＸ線強
度を同条件で測定し、得られた供試材のＸ線強度を標準試料のＸ線強度で除した数値であ
る。測定は試料の最表面で行ってもよいし、任意の板厚位置で行ってもよい。その際、測
定面は滑らかになるよう化学研磨等で仕上げる。
【００４８】
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　また、本発明の電磁鋼板は、板面における｛１１１｝＜１１２＞のＸ線ランダム強度比
を２以下とすることが好ましい。｛１１１｝面は磁化容易軸を含まないため、２以下であ
ることにより、磁束密度の低下を抑制することができる。｛１１１｝＜１１２＞のＸ線ラ
ンダム強度比は上記と同様にＯＤＦから求めることができる。
【００４９】
（フェライト粒）
　また本発明の電磁鋼板は、２００℃以下でフェライト単相鋼であることが、高い磁束密
度かつ高周波領域で低鉄損であり、さらに高強度となる電磁鋼板となる点から好ましい。
　更に、フェライト単相鋼の断面において、粒径１５μｍ超のフェライト粒の面積率が９
５％以上、粒径０．１００～５μｍのフェライト粒の面積率が５％未満であることが、高
い磁束密度かつ高周波領域で低鉄損であり、さらに高強度となる電磁鋼板となる点から好
ましい。
　また、前記フェライト単相鋼の結晶組織において、粒径０．１００～５μｍのフェライ
ト粒のうち個数基準で８０％以上のフェライト粒が、粒径１５μｍ超のフェライト粒に隣
接することが、高い磁束密度かつ高周波領域で低鉄損であり、さらに高強度となる電磁鋼
板となる点から好ましい。
　本発明において、フェライト粒は、電磁鋼板の表層を光学顕微鏡等で観察して確認する
ことができる。
　なお、電磁鋼板の表層とは、板厚をｔとしたときに金属板の最表面から１／３ｔの間の
任意の位置とする。粒界の傾角および長さは、Ｆｅ系金属板をＳＥＭ－ＥＢＳＤを用いて
求めることができる。観察面積は十分な数の結晶粒が観察できるように５００μｍ×５０
０μｍ以上が好ましい。観察面積は同一試料において複数の視野を足し合わせても良い。
【００５０】
　本発明の電磁鋼板の厚みは、用途等に応じて適宜調整すればよく特に限定されるもので
はないが、製造上の観点から、通常、０．１０ｍｍ以上０．５０ｍｍ以下であり、０．０
１５ｍｍ以上０．５０ｍｍ以下がより好ましい。磁気特性と生産性のバランスの観点から
は、０．０１５ｍｍ以上０．３５ｍｍ以下が好ましい。
【００５１】
（電磁鋼板の用途）
　本発明の電磁鋼板は、電気機器に用いられるサーボモータ、ステッピングモータ、電気
機器のコンプレッサー、産業用途に使用されるモータ、電気自動車、ハイブリッドカー、
電車の駆動モータ、様々な用途で使用される発電機や鉄心、チョークコイル、リアクトル
、電流センサー等、電磁鋼板が用いられている従来公知の用途にいずれも好適に適用でき
、特に高強度が求められる用途（例えば、電気自動車のモータ等）により好適に用いるこ
とができる。
【００５２】
［無方向性電磁鋼板の製造方法］
　本発明に係る電磁鋼板の製造方法は、α－γ変態系であり、少なくとも、Ｓｉ：２．０
質量％以上４．０質量％以下、又はＡｌ：０．６質量％以上３．０質量％以下を含有し、
Ｆｅを主成分とするインゴットを熱延板とする熱間圧延工程と、
　前記熱延板を冷延鋼板とする冷間圧延工程と、
　前記冷延鋼板を仕上焼鈍する工程を有し、
　前記熱間圧延工程と、前記冷間圧延工程との間に焼鈍工程を有しないことを特徴とする
。
【００５３】
　本発明の製造方法によれば、前記本発明に係る高い磁束密度かつ高周波領域で低鉄損で
あり、さらに高強度となる電磁鋼板を製造することができる。
　本発明の製造方法は、少なくとも熱間圧延工程と、冷間圧延工程と、仕上焼鈍工程とを
有するものであり、本発明の効果を損なわない範囲で、更に他の工程を有していてもよい
ものである。
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　以下、このような本発明の製造方法における各工程について説明する。なお、インゴッ
トの組成は、前記本発明の電磁鋼板の組成と同様であるため、説明は省略する。
【００５４】
（熱間圧延工程）
　Ｓｉ：２．０質量％以上４．０質量％以下、又は、Ａｌ：０．６質量％以上３．０質量
％以下を含有し、残部：Ｆｅおよび不可避不純物からなるインゴットを熱間圧延して、熱
延板とする工程である。
【００５５】
　当該熱間圧延工程により得られる熱延板は、上記特定の組成を有すれば、特に限定され
ないが、中でも、下記（１）～（４）のうち１つ以上を満たすことが好ましい。
【００５６】
（１）熱延板のビッカース硬度
　上記熱延板は、ビッカース硬度が２００ＨＶ以上であることが好ましい。ビッカース硬
度が２００ＨＶ未満では、ひずみが十分ではないために｛１００｝＜０１１＞を十分に集
積させられない。｛１００｝＜０１１＞を集積させるためには冷延圧下率を９７％以上と
する必要があり、製造が困難になる。好ましくは２３０ＨＶ以上である。
【００５７】
（２）熱延板表層の転位密度
　熱延板表層の転位密度は２×１０１５／ｍ２以上であることが好ましい。転位密度が２
×１０１５／ｍ２未満では、ひずみが十分ではないため、｛１００｝＜０１１＞を十分に
集積させられない。｛１００｝＜０１１＞を集積させるためには冷延圧下率を９７％以上
とする必要があり、製造が困難になる。ここで熱延板表層とは最表面から２０μｍ以上１
／４ｔ以下の任意の位置とする。転位密度の測定はエッチピット法や透過型電子顕微鏡に
よる観察などで行うことが出来る。
【００５８】
（３）熱延板表層の結晶粒径
　熱延板表層の平均結晶粒径は３０μｍ以下であることが好ましい。平均結晶粒径が３０
μｍ超では熱延後の再結晶が過剰に起こっており、ひずみがが解放されてしまっているた
め｛１００｝＜０１１＞を十分に集積させられない。｛１００｝＜０１１＞を集積させる
ためには冷延圧下率を９７％以上とする必要があり、製造が困難になる。好ましくは２５
μｍ以下、より好ましくは加工組織である。ここで熱延板表層とは最表面から２０μｍ以
上１／４ｔ以下の任意の位置とする。平均結晶粒径は線分法によって求めることができる
。なお、本発明において加工組織とは、結晶粒ではなく繊維状の組織を形成していること
を示す。
【００５９】
（４）熱延板の再結晶率
　また、本発明においては、熱延板が完全に再結晶していないこと、即ち、下記式（１）
で示される、熱延板の再結晶率は９０％以下であることが好ましい。熱延板が完全に再結
晶してしまうと、ひずみが解放されてしまっているため、冷延および焼鈍後に｛１００｝
＜０１１＞を十分に集積させられない。本発明においては、｛１００｝＜０１１＞を十分
に集積する点から、熱延板の再結晶率が、９０％以下であることが好ましく、８０％以下
であることがより好ましく、５０％以下であることが更に好ましく、２０％以下であるこ
とが更により好ましい。また、熱延板の再結晶率が０（ゼロ）％の完全未再結晶組織（完
全加工組織）であってもよい。
　ここで再結晶率は熱延板の圧延面に垂直な任意の断面から求める。観察視野は少なくと
も板厚全体×長さ５ｍｍの領域とする。合計が板厚全体×長さ５ｍｍ以上となるように複
数の観察視野を用いてもよい。
　再結晶率（％）＝（再結晶粒の面積の合計）÷（観察視野全体の面積）×１００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式１）
【００６０】
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　また、本発明においては、｛１００｝＜０１１＞を十分に集積する点から、上記（３）
熱延板表層の結晶粒径と、上記（４）熱延板の再結晶率が、以下の関係を有することが好
ましい。
再結晶率が８０％超１００％以下の場合には、再結晶粒の粒径は１５μｍ以下が好ましい
。
再結晶率が５０％超８０％以下の場合には、再結晶粒の粒径は２０μｍ以下が好ましい。
再結晶率が２０％超５０％以下の場合には、再結晶粒の粒径は２５μｍ以下が好ましい。
再結晶率が２０％以下の場合には、再結晶粒の粒径は４０μｍ以下が好ましく、３０μｍ
以下がより好ましい。
【００６１】
　本発明においては熱間圧延の条件は特に限定されず、上記熱延板の性質を満たすように
適宜調整すればよい。
　具体的には、例えば、上記の組成を有する溶鋼を鋳造で厚さ５０ｍｍ以上の鋼片に凝固
させ、その後、熱延工程において粗圧延および仕上圧延を行う。熱間圧延工程においてビ
ッカース硬度を２００ＨＶ以上にするために、例えば圧延中に再結晶が生じにくいフェラ
イト域圧延などがある。また相変態を生じるような温度域で仕上圧延を行った場合には、
圧延直後から３ｓｅｃ以内に冷却速度２００℃／ｓｅｃ以上で急冷することにより、熱間
圧延後のオーステナイト相の再結晶を抑制して、加工オーステナイトからフェライトへ変
態させてひずみを蓄積してもよい。
【００６２】
　本発明においては、α－γ変態系の鋼板を用いているため、粒界の移動速度が著しく遅
く、熱間圧延工程における仕上圧延において、仕上げ温度が、熱延板のＴ２超であっても
加工オーステナイトが維持される。但し、仕上げ温度が、熱延板のＴ２超である場合には
、次いで、Ｔ２超の前記熱延板を、３ｓｅｃ以内に２００℃／ｓｅｃ以上の冷却速度で２
５０℃以下まで冷却する冷却工程を設ける必要がある。当該冷却工程を設けることにより
、得られる電磁鋼板の鉄損を低減することができる。３ｓｅｃ以内に冷却することにより
、オーステナイトの再結晶を抑制して、熱延板のひずみを維持することができる。
【００６３】
　また、前記仕上圧延後の熱延板の鋼板表層における｛１１０｝＜２２３＞のＸ線ランダ
ム強度比が３以上であり、｛３３２｝＜２４３＞が０．５以下であり、｛１１２｝＜１１
１＞が２以上であり｛２２３｝＜１２２＞が１以下であり、仕上圧延後の熱延板の１／２
ｔ位置における｛１００｝＜０１１＞のＸ線ランダム強度比が｛３１１｝＜０１１＞のＸ
線ランダム強度比より小さいことが、磁気特性と強度に優れた電磁鋼板が得られる点から
好ましい。｛３３２｝＜２４３＞が０．５以下、かつ、｛２２３｝＜１２２＞が１以下で
ある熱延板は、歪が蓄積されており、冷延および焼鈍後に｛１００｝＜０１１＞が十分に
集積されるため、本発明に係る電磁鋼板を製造しやすい。
【００６４】
　本発明においては、前記熱間圧延工程と、後述する冷間圧延工程との間に焼鈍工程を有
しないことを特徴とする。即ち本発明においては、従来一般に行われる熱延板焼鈍工程を
有しない。当該焼鈍工程を有しないことにより、上記熱延板のＸ線ランダム強度比を維持
することができ、その結果、｛１００｝＜０１１＞のＸ線ランダム強度比が３０以上２０
０以下である電磁鋼板を製造することができる。
【００６５】
（冷間圧延工程）
　冷間圧延工程は、特に限定されず、従来公知の電磁鋼板の製造方法における冷間圧延工
程を適宜採用することができる。例えば、リバース圧延方式、タンデム圧延方式等、いず
れの圧延方式を用いてもよい。本発明においては、冷間圧下率を８８％以上とすることが
、得られる電磁鋼板の｛１００｝＜０１１＞成分が増加し、高い磁束密度かつ高周波領域
で低鉄損であり、さらに高強度となる電磁鋼板が得られる点から好ましく、延圧下率を９
０％以上であることがより好ましい。
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【００６６】
（仕上焼鈍工程）
　冷間圧延工程に行われる仕上焼鈍工程は、特に限定されないが、鋼板内の｛１００｝＜
０１１＞成分を維持しながら、高強度を得るために、α相とγ相の二相領域で行うことが
好ましい。仕上焼鈍をα相とγ相の二相領域で行うためには、仕上焼鈍の保持温度Ｔが、
Ｔ１＜Ｔ＜Ｔ２を満たすように設定すればよい。
　また、特に｛１００｝＜０１１＞成分を維持する点からは、仕上焼鈍の保持温度をＴ（
℃）としたときに、Ｔ≦（Ｔ１＋Ｔ２）／２を満たすことが好ましい。
　また、仕上焼鈍工程における温度保持時間は、１０秒以上２４０時間以下が好ましい。
２４０時間を超えて長時間保持しても磁気特性は飽和するからである。微細組織が粗大化
してしまう。
【００６７】
　仕上焼鈍後の冷却方法は特に限定されないが、保持温度ＴからＴ１までの冷却速度が、
３℃／ｓ以上６００℃／ｓ以下であることが、鋼板内の｛１００｝＜０１１＞成分を維持
する点から好ましく、更に、Ｔ１が４００℃超である場合には、保持温度ＴからＴ１まで
の冷却速度をＶ１、Ｔ１から４００℃以下までの冷却速度をＶ２としたときにＶ１＞Ｖ２
であることがより好ましい。
【実施例】
【００６８】
　以下で説明する実施例での条件は、本発明の実施可能性および効果を確認するために採
用した一条件例であり、本発明はこの一条件例に限定されるものではない。本発明は、本
発明の要旨を逸脱せず、本発明の目的を達成する限りにおいて、種々の条件を採用し得る
ものである。
【００６９】
（実施例：電磁鋼板の製造）
　真空溶解炉で表１の鋼種Ａ～Ｐに示す成分組成に調整したインゴットをそれぞれ鋳造す
る。得られるインゴットを用い、表２に従って、電磁鋼板を製造する。具体的には、イン
ゴットを表２に記載の仕上げ圧延温度まで加熱して熱間圧延し、熱間圧延の最終パスを出
てから冷却開始までの時間を特定時間設けた後、表２の冷却速度で２５０℃以下まで冷却
して、表２に示されるように、それぞれ厚さ２．５～３．０ｍｍの熱延板を得る。このよ
うにして得られる熱延板に熱延板焼鈍をせずに、冷間圧延を行い、表２に記載の厚さを有
する冷延板とする。次いで窒素雰囲気で表２に示される温度条件で再結晶焼鈍（仕上焼鈍
）を施す。
　得られる焼鈍板の集合組織はＸ線回折法で評価する。磁気特性はＳＳＴ（Ｓｉｎｇｌｅ
　Ｓｈｅｅｔ　Ｔｅｓｔｅｒ）を用いて、５０００Ａ／ｍの磁化力に対する磁束密度Ｂ５

０を求める。この時、測定周波数は５０Ｈｚとする。ＳＳＴ用の試験片は圧延方向に対し
て４５°方向に採取する。ビッカース硬度は熱延板の圧延面から２５μｍの位置を鏡面研
磨し、マイクロビッカース硬さ試験機によって、荷重９８ｍＮ、保持時間１０ｓｅｃとし
、１０点測定してその平均値をその試験片のビッカース硬度とする。また、熱延板の再結
晶率は、光学顕微鏡写真から、再結晶粒の面積の合計を求め、前記式１から算出する。
　製品板（電磁鋼板）の表層における粒界の種類および長さはＳＥＭ－ＥＢＳＤによって
求める。製品板の板面を研磨し、さらに電解研磨し、ＥＢＳＤ－ＯＩＭ法を用いて、倍率
５００倍、２００μｍ×５００μｍエリア、測定ステップ０．５μｍの測定条件で３視野
ずつ測定する。
　また熱延板と、得られた電磁鋼板をＸ線回折により測定し、結晶方位分布関数から、Ｘ
線ランダム強度比を求める。
　更に得られた電磁鋼板の磁束密度及び引張強度を測定する。
　本発明において磁束密度は、ＪＩＳ　Ｃ　２５５６に記載の電磁鋼板単板磁気特性試験
方法に準拠して測定することができ、本発明においては、５０００Ａ／ｍの磁場における
磁束密度を測定する。
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　また、引張強度については圧延方向にＪＩＳ　Ｚ２２０１に記載の５号引張試験片を採
取し、ＪＩＳ　Ｚ２２４１に記載の試験方法にしたがって、引張試験を行い、引張強度を
評価する。結果を表３に示す。
　なお、表２中の熱延板粒径の欄に記載の加工組織とは、図１の例に示されるように、結
晶粒ではなく繊維状の組織を形成していることを示す。
【００７０】
【表１】

【００７１】
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【表２】

【００７２】
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【表３】

【００７３】
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［結果のまとめ］
　表２～３に示される通り、α－γ変態系であり、少なくとも、Ｓｉ：２．０質量％以上
４．０質量％以下、又はＡｌ：０．６質量％以上３．０質量％以下を含有し、Ｆｅを主成
分とする鋼板であって、前記鋼板板面における｛１００｝＜０１１＞のＸ線ランダム強度
比が３０以上４００以下である、実施例１～２１の電磁鋼板は、いずれも磁束密度Ｂ５０
が１．７を超えており、比較例１～２０と比較して、磁気特性に優れていると共に、いず
れの実施例も引張強度に優れていることが明らかとなった。

【図１】
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